
第   号議案

神戸市港湾施設条例の一部を改正する条例の件  

神戸市港湾施設条例の一部を改正する条例を次のように制定する。

令和５年９月 14日提出

神戸市長  久   元   喜   造

神戸市港湾施設条例の一部を改正する条例  

第１条 神戸市港湾施設条例（昭和 48年４月条例第 13号）の一部を次のように改

正する。

  次の表の改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及

び第２号において「改正部分」という。）及び改正後の欄に掲げる規定の下線

又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号において「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

(1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

正部分を当該改正後部分に改める。

(2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

(3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

別表第１（第 15条関係） 別表第１（第 15条関係）

［略］ ［略］

青 果 物

上屋

１月に つき 5 , 9 5 4 , 3 0 0

円

［略］ ［略］

［略］ ［略］

青 果 物

上屋

１月につき

１  Ｔ１上屋 8,460,100円

２ Ｔ３上屋 1,708,012円

３ Ｕ上屋 5,954,300円

［略］ ［略］

備考 ［略］ 備考 ［略］

第２条  神戸市港湾施設条例の一部を次のように改正する。

  次の表の第２条による改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分

（以下第１号及び第２号において「改正部分」という。）及び第２条による改
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正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号にお

いて「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

   正部分を当該改正後部分に改める。  

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

第２条による改正後  第２条による改正前  

附  則  附  則  

１、２  ［略］  １、２  ［略］  

 （港湾幹線道路に係る使用料の特例） 

 ３  別表第１の規定にかかわらず、当分

の間、次の表の左欄に掲げる施設に係

る使用料は、同表の右欄に掲げるとお

りとする。  

 港 湾 幹

線道路  

新港ふ頭摩耶ふ頭間又は

摩耶ふ頭高羽大橋間  

自動車１台１回につき  

１  午 前 ８ 時 か ら 午 後 ８

時まで  １区間  110円  

２  ２区間（連続して通行

する場合に限る。） 210

円  
 

別表第１（第 15条関係）  別表第１（第 15条関係）  

［略］  ［略］  

フ ェ リ

ー 用 可

動橋  

［略］  

［略］  ［略］  

フ ェ リ

ー 用 可

動橋  

［略］  
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港 湾 幹

線道路  

 新 港 ふ 頭 摩 耶 ふ 頭 間 又 は

摩耶ふ頭高羽大橋間  

自 動 車 （ 道 路 運 送 車 両 法

（昭和 26年法律第 185号）第

２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 自 動

車（道路運送車両の保安基準

（昭和 26年運輸省令第 67号）

第 １ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定

する被牽引自動車を除く。）

をいう。）１台１回につき  

１  １区間  110円  

２  ２区間（連続して通行す

る場合に限る。）  210円  

［略］  ［略］  
 

摩耶大

橋  

自動車（道路交通法第３条

に規定する大型自動車、普通

自動車、大型特殊自動車及び

小 型 特 殊 自 動 車 並 び に 同 法

第 ２ 条 第 １ 項第 1 1号 に 規 定

す る 軽 車 両 を 連 結 し て い る

同 項 第 ９ 号 に 規 定 す る 自 動

車であつて、当該自動車及び

軽 車 両 の 車 軸 の 合 計 が ３ 以

上のものをいう。以下同じ。） 

１台１回につき、午前８時

から午後８時まで  110円  

港 湾 幹

線道路  

新 港 ふ 頭 摩 耶 ふ 頭 間 又 は

摩耶ふ頭高羽大橋間  

自動車１台１回につき  

１  １区間  110円  

２  ２区間（連続して通行す

る場合に限る。）  210円  

 

 

 

 

 

 

 

［略］  ［略］  
 

備考   備考  

１～５  ［略］  １～５  ［略］  
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６  港湾幹線道路の使用料は、Ｅ

ＴＣシステム（有料道路自動料

金収受システムを使用する料金

徴収事務の取扱いに関する省令

（平成 11年建設省令第 38号）第

１条に規定する有料道路自動料

金収受システムをいう。）を利用

して納付することができる。  

第３条  神戸市港湾施設条例の一部を次のように改正する。  

  次の表の第３条による改正前の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分

（以下第１号及び第２号において「改正部分」という。）及び第３条による改

正後の欄に掲げる規定の下線又は太線の表示部分（以下第１号及び第３号にお

いて「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。  

  (1) 改正部分及びこれに順次対応する改正後部分が存在するときは、当該改

   正部分を当該改正後部分に改める。  

  (2) 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。  

  (3) 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

第３条による改正後  第３条による改正前  

別表第１（第 15条関係）  別表第１（第 15条関係）  

［略］  ［略］  

港 湾 幹

線道路  

 新 港 ふ 頭 摩 耶 ふ 頭 間 又 は

摩耶ふ頭高羽大橋間  

自 動 車 （ 道 路 運 送 車 両 法

（昭和 26年法律第 185号）第

２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 自 動

車（道路運送車両の保安基準

（昭和 26年運輸省令第 67号）

第 １ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定

［略］  ［略］  

港 湾 幹

線道路  

 新 港 ふ 頭 摩 耶 ふ 頭 間 又 は

摩耶ふ頭高羽大橋間  

自 動 車 （ 道 路 運 送 車 両 法

（昭和 26年法律第 185号）第

２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 自 動

車（道路運送車両の保安基準

（昭和 26年運輸省令第 67号）

第 １ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 規 定
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する被牽引自動車を除く。）

をいう。）１台１回につき  

１  １区間  150円  

２  ２区間（連続して通行す

る場合に限る。）  300円  

［略］  ［略］  
 

する被牽引自動車を除く。）

をいう。）１台１回につき  

１  １区間  110円  

２  ２区間（連続して通行す

る場合に限る。）  210円  

［略］  ［略］  
 

備考  ［略］  備考  ［略］  

   附  則  

この条例は、令和５年 11月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定

は、当該各号に定める日から施行する。  

(1) 第２条の規定  令和６年４月１日  

(2) 第３条の規定  令和６年 10月１日  

 

理     由  

港湾施設である港湾幹線道路にＥＴＣシステムを導入する等に当たり、条例を

改正する必要があるため。  
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